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次 
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示 
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生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
指
定

四
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

七
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

十
件

 
 

 
 

 
 

四 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
八
十
八
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 

医
療
法
人
社
団
佐
野
産
婦
人

科 

市
川
市
福
栄
一
の
一
九
の
五 

令
和
四
年
八
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
緑
晴
会 

あ

ま
が
台
フ

ミ
リ

ク
リ

ニ

ク 

長
生
郡
長
生
村
本
郷
七

二
九

三 

〃 

コ
ス
モ
薬
局
四
街
道
駅
ビ
ル

店 

四
街
道
市
四
街
道
一
の
一 

〃 

医
療
法
人
社
団
協
和
医
会 

松
戸
駅
前
ク
リ
ニ

ク 

松
戸
市
本
町
一
八
の
六 

令
和
四
年
九
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
伊
藤
医
院 

成
田
市
本
三
里
塚
七
八
の
三 

〃 

医
療
法
人
社
団
千
葉
爽
緑
会

 

ふ
た
ば
在
宅
ク
リ
ニ

ク

佐
倉 

佐
倉
市
王
子
台
一
の
二
二
の
一

三 

〃 

 
 

 

 
 

 

医
療
法
人
社
団
亘
樹
会 

奏

の
杜
さ
め
じ
ま
眼
科 

習
志
野
市
谷
津
七
の
七
の
一 

〃 

Ｍ
Ｅ
Ｄ 

Ａ
Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ 

Ｃ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
や
ち
よ 

八
千
代
市
大
和
田
新
田
五
九
の

六
八 

〃 

医
療
法
人
社
団
ナ
イ
ズ 

キ

プ
ス
ク
リ
ニ

ク
八

千
代
緑
が
丘 

八
千
代
市
緑
が
丘
二
の
一
の
三 

〃 

千
葉
ニ

タ
ウ
ン
駅
前
つ

か
だ
ク
リ
ニ

ク 

印
西
市
中
央
北
一
の
一 

〃 

北
総
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ

ク 

印
西
市
中
央
北
一
の
一 

〃 

千
葉
ニ

タ
ウ
ン
駅
前
こ

ど
も
ク
リ
ニ

ク 

印
西
市
中
央
北
一
の
一 

〃 

あ
い
ケ
ア
薬
局 

市
川
市
入
船
一
四
の
八 

〃 

薬
局
く
す
り
の
福
太
郎
市
川

大
野
店 

市
川
市
南
大
野
一
の
四
〇
の
二

〇 

〃 

薬

局

く

す

り

の

福

太

郎

ニ

タ
ウ
ン
メ
デ

カ
ル

モ

ル
店 

印
西
市
中
央
北
一
の
一 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
九
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
名

称 

所

在

地 

指

定

年

月

日 
島
崎
歯
科
医
院 

茂
原
市
高
師
五
〇 

令
和
四
年
七
月
二
十
四
日 

千
葉
四
街
道
胃
腸
肛
門
内
視

鏡
ク
リ
ニ

ク 

四
街
道
市
鷹
の
台
二
の
三
五
の

一
三 

令
和
四
年
八
月
二
十
日 

ヤ

ク
ス
ド
ラ

グ
成
東
薬

局 

山
武
市
成
東
四
の
一 

令
和
四
年
九
月
一
日 

ヤ

ク
ス
ド
ラ

グ
い
す
み 

い
す
み
市
岬
町
和
泉
二

一
〇 

〃 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

2 

月

26

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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岬
薬
局 

〇
の
二 

 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
市
原
牛
久

店 

市
原
市
牛
久
一

〇
七
八
の
一 

令
和
四
年
九
月
十
五
日 

あ
ん
ど
う
フ

ミ
リ

ク
リ

ニ

ク
行
徳 

市
川
市
行
徳
駅
前
二
の
二
一
の

七 

令
和
四
年
十
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
瑞
香
会 

行

徳
そ
ら
ま
め
ク
リ
ニ

ク 

市
川
市
行
徳
駅
前
二
の
二
五
の

五 

〃 

あ
び
こ
痛
み
の
ク
リ
ニ

ク 

我
孫
子
市
湖
北
台
八
の
七
の
四 

〃 

医
療
法
人
社
団
祐
希
会 
お

ひ
さ
ま
ク
リ
ニ

ク 
浦
安
市
明
海
四
の
一
の
一 

〃 

新
浦
安
セ
ン
ト
ラ
ル
耳
鼻
咽

喉
科
・
ア
レ
ル
ギ

科 

浦
安
市
明
海
四
の
一
の
一 

〃 

よ
こ
た
歯
科
ク
リ
ニ

ク 

野
田
市
野
田
八
三
六
の
七 

〃 

森
下
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ

ク 

流
山
市
江
戸
川
台
西
二
の
二
八

八 

〃 

か
ら
さ
わ
歯
科 

流
山
市
お
お
た
か
の
森
南
一
の

六
の
一
〇 

〃 

薬
剤
師
会
市
川
薬
局 

市
川
市
国
府
台
五
の
一
の
八 

〃 

ヤ
ス
イ
薬
局
市
川
南
口
店 

市
川
市
新
田
四
の
七
の
九 

〃 

ク
リ
エ
イ
ト
薬
局
松
戸
大
金

平
二
丁
目
店 

松
戸
市
大
金
平
二
の
一
〇
二 

〃 

薬
局
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
初
石

店 

流
山
市
西
初
石
二
の
九
〇
の
四 
〃 

ゆ
い
の
は
な
薬
局
湖
北
台
店 

我
孫
子
市
湖
北
台
八
の
七
の
五 

〃 
  

千
葉
県
告
示
第
九
十
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 
 

 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

株
式
会
社
Ｂ
・

Ｏ
・
Ｌ 

市
川
市
大
和
田
三

の
二
の
一
二 

お
ひ
さ
ま
訪
問
看
護

ス
テ

シ

ン 

市
川
市
菅
野
二
の

一
四
の
一
四 

令
和
四
年
八

月
一
日 

株
式
会
社
ド

ト
ラ
イ
ン 

千
葉
市
美
浜
区
中

瀬
二
の
六
の
一 

夢
の
ま
ち
訪
問
看
護

リ

ハ

ビ

リ

ス

テ

シ

ン
松
戸 

松
戸
市
新
松
戸
三

の
三
二
七
の
一 

〃 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｒ
Ａ
Ｍ
Ｕ 

野
田
市
中
根
四
七

の
一
二 

訪
問
看
護
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ

Ｒ
Ｏ 

野
田
市
中
根
四
七

の
一
二 

〃 

株
式
会
社
Ｐ
Ａ

Ｌ
Ｓ 

Ｂ
ｅ
ｌ

ｌ 
 
 

富
里
市
七
栄
六
五

〇
の
二

〇
四
八 

訪

問

看

護

ス

テ

シ

ン
猫
の
手 

富
里
市
七
栄
六
五

○
の
二

〇
四
八 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
一
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地 

指
定
に
係
る
事
業
所

の
名
称 

事
業
所
の
所
在
地 

指
定
年
月
日 

医
療
法
人
社
団

緑
友
会 

市
川
市
行
徳
駅
前

二
の
一
六
の
一 

ら
い
お
ん
ハ

ト
訪

問
看
護
ス
テ

シ

ン
八
千
代 

八

千

代

市

米

本

二

二
五
六
の
三 

令
和
四
年
八

月
一
日 

医
療
法
人
社
団 


野
会 

野

田

市

木

野

崎

一

五
六
一
の
一 

木
野
崎
訪
問
看
護
ス

テ

シ

ン 

野

田

市

木

野

崎

一

五
六
一
の
一 

令
和
四
年
九

月
一
日 

メ
デ

カ
ル
サ

ポ

ト
Ｑ
Ｕ
Ｉ

Ｃ
Ｋ―

Ｎ
株
式

会
社 

船
橋
市
松
が
丘
三

の
五
七
の
二
一 

訪

問

看

護

ス

テ

シ

ン
ベ
ス
ト
ス
マ

イ
ル 

流
山
市
南
流
山
四

の
一
三
の
七 

〃 

株

式

会

社

フ

ス

ト 

東
京
都
港
区
新
橋

二
の
一
二
の
一
六 

訪

問

看

護

ス

テ

シ

ン
あ
や
め
袖
ケ 

袖
ケ
浦
市
奈
良
輪

二
の
一
〇 

〃 

 
 

 
 

 



  

三 
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ナ

ス 
 

浦 
 

 
  

千
葉
県
告
示
第
九
十
二
号 

 

国
土
調
査
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
二

月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行

た
地
域 

富
津
市 

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

富
津
市

西
大
和
田

の
一
部

の
地
籍
図

及
び
地
籍
簿 

富
津
市
西
大
和
田
の

一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
三
号 

 

国
土
調
査
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
二

月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行

た
地
域 

袖
ケ
浦
市 

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

袖
ケ
浦
市

坂
戸
市

場
の
一
部

の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿 

袖
ケ
浦
市
坂
戸
市
場

の
一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
四
号 

 

国
土
調
査
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
二

月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行

た
地
域 

香
取
市 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

香
取
市

九
美
上
の

一
部

の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿 

香
取
市
九
美
上
の
一

部
の
区
域 

 

 

千
葉
県
告
示
第
九
十
五
号 

 

国
土
調
査
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
二

月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行

た
地
域 

印
旛
郡
栄
町 

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
及
び
平
成
二
十
九
年
四
月

三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で 

印
旛
郡
栄
町

安
食

の
一
部

の
地
籍
図

及
び
地
籍
簿 

印
旛
郡
栄
町
安
食
の

一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
六
号 

 

国
土
調
査
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
二

月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行

た
地
域 

山
武
郡
芝
山

町 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

及
び
令
和
二
年
五
月
二
十
六
日

か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

山
武
郡
芝
山
町

牧

野
及
び
岩
山
の
各
一

部

の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿 

山
武
郡
芝
山
町
牧
野

及
び
岩
山
の
各
一
部

の
区
域 

  
千
葉
県
告
示
第
九
十
七
号 

 
国
土
調
査
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
二

月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行

た
者
の
名
称 
調

査

を

行

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行

た
地
域 

長
生
郡
睦
沢 

平
成
二
十
八
年
六
月
七
日
か
ら 

長
生
郡
睦
沢
町

佐 

長
生
郡
睦
沢
町
佐
貫 
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町 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

平
成
三
十
一
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
及
び
令
和
二
年
五
月
二

十
六
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で 

貫
の
一
部

の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿 

の
一
部
の
区
域 

  

千
葉
県
告
示
第
九
十
八
号 

 

国
土
調
査
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
二

月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

調
査
を
行

た
者
の
名
称 

調

査

を

行

た

期

間 

成

果

の

名

称 

調
査
を
行

た
地
域 

安
房
郡
鋸
南

町 

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
二
日

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
及
び
平
成
二
十
八
年

六
月
七
日
か
ら
令
和
元
年
七
月

三
十
一
日
ま
で 

安
房
郡
鋸
南
町

元

名
の
一
部

の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿 

安
房
郡
鋸
南
町
元
名

の
一
部
の
区
域 

 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で

千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ビ
バ
ホ

ム
船
橋
店 

 
 

 

船
橋
市
芝
山
三
丁
目
一

二
六
一
番
地
六
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
北
辰
商
会 

代
表
取
締
役 

広
瀬
哲
夫 

 
 

 

八
千
代
市
高
津
一

一
六
二
番
地
四 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ビ
バ
ホ

ム 

代
表
取
締
役 

坂
本
晴
彦 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
上
木
崎
一
丁
目
一
三
番
一
号 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

ア

ク
ラ
ン
ズ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

坂
本
晴
彦 

 
 

 

新
潟
県
三
条
市
上
須
頃
四
四
五
番
地 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
九
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
船
橋
市
経
済
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で

千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
イ
ン
ズ
ホ

ム
館
山
店 

 
 

 

館
山
市
高
井
字
上
畑
作
一

七
七
一
番
地
ほ
か 

 
２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

高
家
正
行 

 
 

 
埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

高
家
正
行
ほ
か 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ 
代
表
取
締
役 

高
家
正
行
ほ
か 
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埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号
ほ
か 

 
５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
令
和
三
年
十
月
十
一
日

令
和
五
年
四
月
十
三
日
及
び
同
年
五
月
十
九
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
五
月
二
十
四
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
館
山
市
経
済
観
光
部
雇
用
商
工
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で

千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
木
更
津
朝
日 

 
 

 

木
更
津
市
朝
日
三
丁
目
二
三
二
番
地
一 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

加
藤
久
誠 

 
 

 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎
ほ
か 

 
 

 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
九
九
番
地
一
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎
ほ
か 

 
 

 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
九
九
番
地
一
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
五
月
二
十
九
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
木
更
津
市
経
済
部
産
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で

千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｚ
Ｕ 

Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
Ｔ 

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｅ 

 
 

 

木
更
津
市
金
田
東
二
丁
目
九
番
一 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
井
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

菰
田
正
信 

 
 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

木
更
津
Ｐ
９
新
築
工
事 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｚ
Ｕ 

Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
Ｔ 

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｅ 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

未
定 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
井
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

菰
田
正
信
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
六
月
八
日 

二 
届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
八
月
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
木
更
津
市
経
済
部
産
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た
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そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 
な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で

千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

成
田
パ

ク
シ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ

 

 
 

 

成
田
市
赤
坂
二
丁
目
一
番
地
一
〇 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

一
般
財
団
法
人
千
葉
県
ま
ち
づ
く
り
公
社 

代
表
理
事 

櫻
井
和
明 

 
 

 

千
葉
市
中
央
区
富
士
見
二
丁
目
三
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

一
般
財
団
法
人
千
葉
県
ま
ち
づ
く
り
公
社 
代
表
理
事 

松
本
貴 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

一
般
財
団
法
人
千
葉
県
ま
ち
づ
く
り
公
社 

代
表
理
事 

櫻
井
和
明 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ボ
ン
ベ
ル
タ 

代
表
取
締
役 

立
石
真
辞
ほ
か 

 
 

 

成
田
市
赤
坂
二
丁
目
一
番
一
〇
号
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ボ
ン
ベ
ル
タ 

代
表
取
締
役 

立
石
真
辞
ほ
か 

 
 

 

成
田
市
赤
坂
二
丁
目
一
番
一
〇
号
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
成
田
市
経
済
部
商
工
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で

千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

セ
ブ
ン
パ

ク
ア
リ
オ
柏 

 
 

 

柏
市
大
島
田
一
丁
目
六
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行 

代
表
取
締
役 

奥
敦
之 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
イ
ト

ヨ

カ
堂 

代
表
取
締
役 

三
枝
富
博
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
イ
ト

ヨ

カ
堂 

代
表
取
締
役 

山
本
哲
也
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
二
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で

千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

（一） 

 

（二） 
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１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

柏
髙
島
屋
ス
テ

シ

ン
モ

ル 

 
 

 
柏
市
末
広
町
一
番
地
七
ほ
か 

 

２ 
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

東
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

根
津
嘉
澄
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
墨
田
区
押
上
一
丁
目
一
番
二
号
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
髙
島
屋 

代
表
取
締
役 

村
田
善
郎
ほ
か 

 
 

 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
難
波
五
丁
目
一
番
五
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
髙
島
屋 

代
表
取
締
役 

村
田
善
郎
ほ
か 

 
 

 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
難
波
五
丁
目
一
番
五
号
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
二
月
十
二
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
四
月
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で

千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

柏
増
尾
台
シ

ピ
ン
グ
パ

ク 

 
 

 

柏
市
増
尾
台
二
丁
目
一

八
八
七
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

田
中
と
み
ほ
か 

 
 

 

柏
市
酒
井
根
五
丁
目
二
三
番
一
四
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ビ
バ
ホ

ム 

代
表
取
締
役 

坂
本
晴
彦
ほ
か 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
上
木
崎
一
丁
目
一
三
番
一
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

ア

ク
ラ
ン
ズ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

坂
本
晴
彦
ほ
か 

 
 

 

新
潟
県
三
条
市
上
須
頃
四
四
五
番
地
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
九
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で

千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス

パ

ビ
バ
ホ

ム
ち
は
ら
台
店 

 
 

 

市
原
市
ち
は
ら
台
南
三
丁
目
二
一
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

ア

ク
ラ
ン
ズ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

坂
本
晴
彦 

 
 

 

新
潟
県
三
条
市
上
須
頃
四
四
五
番
地 

 
３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
ビ
バ
ホ

ム 

代
表
取
締
役 

坂
本
晴
彦
ほ
か 

 
 

 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
上
木
崎
一
丁
目
一
三
番
一
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

ア

ク
ラ
ン
ズ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

坂
本
晴
彦
ほ
か 

 
 

 

新
潟
県
三
条
市
上
須
頃
四
四
五
番
地
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
四
年
九
月
一
日 
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二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
七
日 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
市
原
市
経
済
部
商
工
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
六
日
ま
で
縦
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山
九
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地
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